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平成２８年１月２９日  
岐 阜 労 働 局  

 
 

職業安定部職業対策課（助成金センター）における文書紛失事案について 
 
岐阜労働局（局長 本間之輝）は、職業安定部職業対策課助成金センター（職業対

策課長 鷲見和彦。以下「センター」という。）における文書の紛失について、下記

のとおり当該事案を確認の上、必要な措置を講じましたので、概要をお知らせします。 
 

記 
 
１ 概要 

センターにおいてＤ社のキャリアアップ助成金計画届に係る関係書類（原本含

む）を紛失する事案が発生したもの。 
※ 関係書類には、事業所別被保険者台帳照会記録があり、被保険者氏名、生年

月日、性別、年齢、資格取得・転入年月日、被保険者区分、離職・転出年月日

等の個人情報が記載されている。 
 
２ 事実経過等 
（１）平成 28 年１月 18 日 

職員Ａは、キャリアアップ計画書等を事業所等へ送付するため、書類をコピー

し、封筒、コピーした書類及び計画届（原本）を送付担当の職員Ｂに取り次いだ。 
職員Ｂは、送付状を添え、取り次ぎを受けた書類と封筒の宛先をあらためた上

で、送付先であるＤ社及び労働局管下の関係部署向けの封入作業を行った。職員

B は封筒と原本を職員Ｃに手交した。 
（２）平成 28 年１月 19 日 

職員Ｃは、封入された書類及び封筒の宛名の確認作業を行い、原本の束を職員

Ａに返戻した。職員Ａが発送の確認を行う際、Ｄ社分の原本が見当たらないこと

に気付き、コピー機周辺や作業を実施した付近を捜索したが発見されなかった。 
（３）平成 28 年１月 20 日 

センターの全職員でセンター内をくまなく捜索するも、書類は発見されず、送

付先のＤ社へも電話確認するが、原本の送付はなかった。 
（４）平成 28 年１月 25 日 
   １月 21 日以降もセンター内を探索するが発見できず、紛失の可能性が高いこ

と、誤送付の連絡がないことから鑑みるに、原本がゴミなどに紛れ廃棄処分され

た可能性が高いと判断した。 
（５）平成 28 年１月 26 日 
   職業対策課長補佐からＤ社へ電話にて経過を説明し、訪問の上謝罪したい旨申

し出たところ、訪問までは必要ないとの回答があり、謝罪についても理解を得た。 
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３ 発生原因 
（１）コピーを作成し、次の担当へ回送する際に、その都度、原本及びコピーの部数

を確認していなかったこと。 
また、コピー中はクリップ止めした原本をそのまま近くの作業台に積み上げて

いたため、崩れ落ちやすい状態であったこと。 
（２）担当が処理するに当たり、原本を回送する必要がないのに、コピーと一緒に回

送していたこと。 
 
４ 再発防止策 
（１）センターにおいては、平成 28 年１月 20 日に緊急会議を開催し、職業対策課長

から非常勤職員を含む全職員に対し、個人情報漏えい防止についての適正な管

理・取扱について以下の事項の徹底を指示した。 
① コピーする際には、作業台から崩れ落ちないよう十分なスペースを確保した

上で作業を行い、また、発送作業を行う際は、最初に取り扱う者が原本をコピ

ーした後、原本とコピーの数を突合し、それぞれクリップ等で分量に応じた然

るべき留め方をし、散在しないように取り扱うこと。 
② 原本は主担当職員が保管し、発送作業担当者には回付しないこと。ただし、

送付先が通常と異なる場合は、送付先のコピーを添えて次の取扱担当者に引き

継ぎを行うこと。 
（２）岐阜労働局においては、総務部長から文書により平成 28 年１月 28 日に局内各

課室長及び管下の公共職業安定所長・労働基準監督署長に対し、本事案の概要説

明及び注意喚起を行うとともに、行政文書の適切な管理及び管理者による確認を

徹底させるよう指示した。 
また、保有個人情報の漏えい（紛失を含む）の疑いを認識した場合は、その段

階で速やかに局企画室に報告することについても指示した。 
さらに、指示文書については、管理者から非常勤職員を含む全職員一人一人に

対し直接手交することで周知・徹底を図った。 
 
 
 
 
 
 
 

担当 岐阜労働局職業安定部職業対策課 
   職業対策課長 鷲見和彦     
   電話（０５８）２４５－１３１４ 


